
第

百

七

十

四

号

令

和

三

年

二

月

二

日

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
担
当
機
関
の
指
定

(

地
域
福
祉
課)

五
一
ペ
ー
ジ

○
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

五
二

○
指
定
医
療
機
関
の
名
称
の
変
更
の
届
出

(

同

)

五
二

○
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
の
所
在
地
の
変
更
届
出

(

同

)

五
二

○
介
護
扶
助
又
は
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
事
業
者
等
の
指

定

(

同

)

五
三

○
指
定
介
護
機
関
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出

(

同

)

五
四

○
道
路
の
区
域
変
更

(
道
路
維
持
課)

五
七

○
道
路
の
供
用
開
始

(
同

)

五
八

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
解
除

(

砂

防

課)

五
八

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
解
除

(

同

)

五
九

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定

(

同

)

五
九

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定

(

同

)
五
九

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
等

(

選
挙
管
理
委
員
会)

六
〇

○
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
施
設
の
名
称
の
変
更

(

同

)

六
〇

公

示

○
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
適
当
の
決
定

(

農
地
整
備
課)

六
〇

告

示

岐
阜
県
告
示
第
三
十
九
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活

保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

関
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

所

在

地

指

定

年

月

日

ス
ギ
薬
局

鵜
沼
店

各
務
原
市
鵜
沼
西
町
一
丁
目
三
六
四
番

地
一

令
和

二
・
一
一
・

一

山
中
薬
局

泉
郷
店

土
岐
市
泉
郷
町
四
丁
目
二
一
番
地
一
の

二

同

ク
ル
ー
ズ
薬
局

岐
南
店

羽
島
郡
岐
南
町
八
剣
北
四
―
八
八

同

は
あ
と
在
宅
ク
リ
ニ
ッ
ク

羽
島

羽
島
市
江
吉
良
町
字
東
郷
中
九
〇
七
番

地

令
和

二
・
一
二
・

一

北
條
ク
リ
ニ
ッ
ク

大
垣
市
福
田
町
五
七
番
地
一

同

じ
ょ
う
き
歯
科
医
院

養
老
郡
養
老
町
瑞
穂
字
大
前
五
〇
一
番

地
一

同
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
三
年
二
月
二
日



恵
那
市
国
民
健
康
保
険
上

矢
作
歯
科
診
療
所

恵
那
市
上
矢
作
町
二
九
七
五
番
地
一

同

岐
阜
県
告
示
第
四
十
号

生
活
保
護
法(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
を
廃
止
し

た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
三
年
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

所

在

地

廃

止

年

月

日

ク
ル
ー
ズ
薬
局

岐
南
店

羽
島
郡
岐
南
町
八
剣
北
四
―
八
八

令
和

二
・
一
〇
・
三
一

北
條
ク
リ
ニ
ッ
ク

大
垣
市
福
田
町
五
七
番
地
一

令
和

二
・
一
一
・
三
〇

な
が
や
歯
科
医
院

瑞
穂
市
穂
積
一
三
―
一

令
和

二
・
一
一
・
二
〇

じ
ょ
う
き
歯
科
医
院

養
老
郡
養
老
町
瑞
穂
字
大
前
五
〇
一
番

地
一

令
和

二
・
一
一
・
三
〇

岐
阜
県
告
示
第
四
十
一
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
そ
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰

国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い

て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

所

在

地

変

更

年

月

日

新

岐
阜
県
厚
生
農
業
協

同
組
合
連
合
会

飛

騨
医
療
セ
ン
タ
ー

高
山
厚
生
病
院

旧

岐
阜
県
厚
生
農
業
協

同
組
合
連
合
会

高

山
厚
生
病
院

高
山
市
山
口
町
一
二
八
〇
番
地

平
成
三
一
・

四
・

一

新

岐
阜
県
厚
生
農
業
協

同
組
合
連
合
会

東

濃
中
部
医
療
セ
ン
タ
ー

土
岐
市
立
総
合
病

院

旧

土
岐
市
立
総
合
病
院

土
岐
市
土
岐
津
町
土
岐
口
七
〇
三
番
地

の
二
四

令
和

二
・

四
・

一

新

岐
阜
県
厚
生
農
業
協

同
組
合
連
合
会

東

濃
中
部
医
療
セ
ン
タ
ー

土
岐
市
国
民
健
康

保
険
駄
知
診
療
所

旧

土
岐
市
国
民
健
康
保

険
駄
知
診
療
所

土
岐
市
駄
知
町
一
二
七
二
番
地
の
五

同

岐
阜
県
告
示
第
四
十
二
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
か
ら
そ
の
所
在
地
等
を
変
更

し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条

第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。
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令
和
三
年
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

訪
問
看
護
事
業
者

等
の
名
称

訪
問
看
護
事
業
者
等

の
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
等
の
名
称

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
等
の
所
在
地

変

更

年
月
日

土

岐

市

長

土
岐
市
土
岐
津
町
土

岐
口
二
一
〇
一

新

岐
阜
県
厚
生

農
業
協
同
組

合
連
合
会

東
濃
中
部
医

療
セ
ン
タ
ー

土
岐
市
訪

問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
と

き
め
き

旧

土
岐
市
訪
問

看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
と
き

め
き

土
岐
市
土
岐
津
町
土

岐
口
七
〇
三
番
地
の

二
四

令
和�･�･�

合
同
会
社

菫

新

各
務
原
市
那
加

不
動
丘
一
丁
目

一
六
番
地
一

コ
ー
ポ
桜
ケ
丘

Ｃ

旧

各
務
原
市
鵜
沼

三
ツ
池
町
一
丁

目
二
〇
二
番
地

三

す
み
れ
訪
問
看
護

新

各
務
原
市
那
加

不
動
丘
一
丁
目

一
六
番
地
一

コ
ー
ポ
桜
ケ
丘

Ｃ

旧

各
務
原
市
鵜
沼

三
ツ
池
町
一
丁

目
二
〇
二
番
地

三

令
和�･��･�

岐
阜
県
告
示
第
四
十
三
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
扶
助
又
は
介
護
支
援
給
付
の
た
め

の
居
宅
介
護
等
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
居
宅
介
護
事
業
者
等
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五

十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
所

在
地

指

定

年

月

日

特
定
非
営
利
活
動
法
人

だ
い

こ
ん
の
花

関
市
西
神
野
六
〇
五
番
地

一

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

特
定
非
営
利
活
動
法
人

だ
い

こ
ん
の
花

関
市
西
神
野
六
〇
五
番
地

一

令
和

二
・
一
一
・

一

同

同

介
護
予
防

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

同

同

同

有
限
会
社
耕
グ
ル
ー
プ

恵
那
市
上
矢
作
町
二
九
七

六
―
六

訪
問
介
護

く
わ
の
み
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

恵
那
市
岩
村
町
飯
羽
間
一

六
一
六

令
和

二
・

九
・

一



岐
阜
県
告
示
第
四
十
四
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条

第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指

定
介
護
機
関
か
ら
そ
の
名
称
等
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中

国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

第 174 号 岐 阜 県 公 報 令和３年２月２日 ( )54

社
会
福
祉
法
人

浩
仁
会

揖
斐
郡
大
野
町
南
方
石
ノ

上
三
五
六
番
地
一

居
宅
介
護

支
援
事
業

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
Ｉ
Ｂ

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
長
良
六

五
七
―
一

令
和

二
・

九
・

一

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
所

在
地

変

更

年

月

日

生
活
協
同
組
合
コ
ー
プ
ぎ
ふ

各
務
原
市
鵜
沼
各
務
原
町

一
丁
目
四
番
地
の
一

訪
問
介
護

コ
ー
プ
ぎ
ふ
訪
問
介
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
各
務
原

旧

各
務
原
市
那
加
東
新

町
二
―
一
四
六

新

各
務
原
市
蘇
原
六
軒

町
三
丁
目
三
八
―
二

令
和

二
・

四
・
二
二

同

同

介
護
予
防

訪
問
介
護

同

同

同

同

同

訪
問
型
サ

ー
ビ
ス(

独
自)
同

同

同

生
活
協
同
組
合
コ
ー
プ
ぎ
ふ

各
務
原
市
鵜
沼
各
務
原
町

一
丁
目
四
番
地
の
一

福
祉
用
具

貸
与

コ
ー
プ
ぎ
ふ
福
祉
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー

旧

各
務
原
市
那
加
東
新

町
二
―
一
四
六

新

各
務
原
市
蘇
原
六
軒

町
三
丁
目
三
八
―
二

令
和

二
・

四
・
二
二

同

同

特
定
福
祉

用
具
販
売

同

同

同

同

同

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

同

同

同

同

同

特
定
介
護

予
防
福
祉

用
具
販
売

同

同

同
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ア
サ
ヒ
サ
ン
ク
リ
ー
ン
株
式
会

社

静
岡
県
静
岡
市
葵
区
本
通

十
丁
目
八
番
地
の
一

訪
問
入
浴

介
護

ア
サ
ヒ
サ
ン
ク
リ
ー
ン
在
宅
介

護
セ
ン
タ
ー
各
務
原

旧

各
務
原
市
那
加
西
野

町
二
一
四

マ
ナ
ベ

店
舗

新

各
務
原
市
蘇
原
新
栄

町
三
丁
目
三
八
番
地

一

令
和

二
・
一
〇
・

一

同

同

介
護
予
防

訪
問
入
浴

介
護

同

同

同

株
式
会
社

ナ
イ
ス
ワ
ー
ク

岐
阜
市
東
鶉
三
丁
目
七
六

番
地
二

特
定
福
祉

用
具
販
売

株
式
会
社
ナ
イ
ス
ワ
ー
ク

大

垣
営
業
所

旧

大
垣
市
東
町
一
丁
目

一
一
四
番
地

新

大
垣
市
本
今
五
丁
目

一
二
八
番
地

令
和

元
・

八
・
二
三

同

同

福
祉
用
具

貸
与

同

同

同

同

同

特
定
介
護

予
防
福
祉

用
具
販
売

同

同

同

同

同

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

同

同

同

医
療
法
人

光
秀
会

養
老
郡
養
老
町
大
跡
番
戸

五
三
四
番
地

通
所
介
護

旧

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
か
が
や
き

新

き
た
え
〜
る

か
が
や
き

旧

養
老
郡
養
老
町
大
跡

七
七

新

養
老
郡
養
老
町
石
畑

四
〇
九

令
和

二
・
一
一
・
一
一

同

同

介
護
予
防

通
所
介
護

同

同

同

同

同

通
所
型
サ

ー
ビ
ス(

独
自)

同

同

同

土

岐

市

長

土
岐
市
土
岐
津
町
土
岐
口

二
一
〇
一

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

旧

土
岐
市
老
人
保
健
施
設
や

す
ら
ぎ

新

岐
阜
県
厚
生
農
業
協
同
組

合
連
合
会

東
濃
中
部
医

療
セ
ン
タ
ー

土
岐
市
老

人
保
健
施
設
や
す
ら
ぎ

土
岐
市
土
岐
津
町
土
岐
口

七
〇
三
番
地
の
二
四

令
和

二
・

四
・

一
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同

同

短
期
入
所

療
養
介
護

同

同

同

同

同

老
人
保
健

施
設

同

同

同

同

同

介
護
予
防

短
期
入
所

療
養
介
護

同

同

同

旧

揖
斐
川
町
長

富
田
和
弘

新

揖
斐
川
町
長

岡
部
栄
一

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
三
輪
一

三
三

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

老
人
保
健
施
設

山
び
こ
の
郷

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
東
津
汲

八
七
七
―
一

令
和

二
・
一
一
・
二
〇

同

同

短
期
入
所

療
養
介
護

同

同

同

同

同

老
人
保
健

施
設

同

同

同

同

同

介
護
予
防

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

同

同

同

同

同

介
護
予
防

短
期
入
所

療
養
介
護

同

同

同

株
式
会
社

ラ
イ
フ
・
サ
ポ
ー

ト

大
垣
市
禾
森
町
五
丁
目
八

番
地

通
所
介
護

旧

ロ
ー
タ
ス
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

小
泉

新

ロ
ー
タ
ス
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

大
垣

旧

大
垣
市
小
泉
町
三
四

二
―
二

新

大
垣
市
禾
森
町
五
丁

目
八
番
地

平
成
二
八
・
一
〇
・

一

同

同

介
護
予
防

通
所
介
護

同

同

同

同

同

短
期
入
所

生
活
介
護

同

同

同

同

同

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

同

同

同

旧

揖
斐
川
町
長

富
田
和
弘

新

揖
斐
川
町
長

岡
部
栄
一

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
三
輪
一

三
三

訪
問
看
護

揖
斐
川
町
久
瀬
診
療
所

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
東
津
汲

九
七
四
―
一

令
和

二
・
一
一
・
二
〇



一
般
国
道

道
路
の
種
類

三
百
六
十

五
号

路
線
名

不
破
郡
関
ケ
原
町
大
字
玉
字

尾
後
野
一
七
一
三
番
一
地
先

か
ら

同

郡
同

町
大
字
同
字

中
島
一
二
二
番
四
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･�〜���･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

岐
阜
県
告
示
第
四
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
二
月
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課
及

び
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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同

同

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

同

同

同

同

同

居
宅
療
養

管
理
指
導

同

同

同

同

同

介
護
予
防

訪
問
看
護

同

同

同

同

同

介
護
予
防

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

同

同

同

同

同

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

同

同

同

旧

揖
斐
川
町
長

富
田
和
弘

新

揖
斐
川
町
長

岡
部
栄
一

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
三
輪
一

三
三

訪
問
看
護

谷

汲

中

央

診

療

所

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷
汲
名

札
二
四
六
番
地
七

令
和

二
・
一
一
・
二
〇

同

同

居
宅
療
養

管
理
指
導

同

同

同

同

同

介
護
予
防

訪
問
看
護

同

同

同

同

同

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

同

同

同



道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

路
線
名

高

山

停
車
場
線

路
線
名

区

間

高
山
市
花
里
町
五
丁
目
五
三
番
地

先
地
内

区

間

延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

供
用
開
始

の
期
日

令
和�･�･� 供

用
開
始

の
期
日

備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

県
道

道
路
の
種
類 県

道

鮎

立

恩

地
線

路
線
名

鮎

立

恩

地
線

郡
上
市
白
鳥
町
阿
多
岐
字
長
瀬
町

一
八
六
九
番
八
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
同

一
八
六
九
番
一
三
地
先
ま
で

区

間

郡
上
市
高
鷲
町
鮎
立
字
抱
輪
四
八

二
七
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
小
峠
四
八

二
八
番
三
地
先
ま
で���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･�
令
和�･�･� 供

用
開
始

の
期
日

令
和�･�･�

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

平
成
元･�･�

岐
阜
県
告
示
第
四
十
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
二
月
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課
及

び
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
十
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
二
月
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課
及

び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
二
月
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課
及

び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
十
九
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定(

平
成
二
十
四
年
岐
阜
県
告
示
第
三
百
四
十
八
号)

の
う
ち
次
の
区
域

の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る

法
律(
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

第 174 号 岐 阜 県 公 報 令和３年２月２日 ( )58



金
池
谷
２

金
池
谷
１

南
山
２

南
山
１

区

域

の

名

称

金
池
谷
２

金
池
谷
１

南
山
２

南
山
１

区

域

の

名

称

山
県
市
佐
賀

山
県
市
佐
賀

山
県
市
佐
賀
南
山

山
県
市
佐
賀
南
山

区

域

の

所

在

地

山
県
市
佐
賀

山
県
市
佐
賀

山
県
市
佐
賀
南
山

山
県
市
佐
賀
南
山

区

域

の

所

在

地

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及

び
建
築
物
に
作

用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に

関
す
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示

土
石
流

土
石
流

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

土
石
流

土
石
流

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

金
池
谷
１

区

域

の

名

称

金
池
谷
２

金
池
谷
１

区

域

の

名

称

山
県
市
佐
賀

区

域

の

所

在

地

山
県
市
佐
賀

山
県
市
佐
賀

区

域

の

所

在

地

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及

び
建
築
物
に
作

用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に

関
す
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示

土
石
流

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

土
石
流

土
石
流

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務

所
及
び
山
県
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
十
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定(

平
成
二
十
四
年

岐
阜
県
告
示
第
三
百
五
十
号)

の
う
ち
、
次
の
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
九
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務

所
及
び
山
県
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
十
一
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務

所
及
び
山
県
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
十
二
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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白
川
町

美
濃
加
茂
市

市
町
村
名

金
池
谷
２

和
泉
体
育
館

シ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
美
濃
加
茂

大
ホ
ー
ル

小
ホ
ー
ル

施
設
の
名
称

山
県
市
佐
賀

加
茂
郡
白
川
町
和
泉
342番

地
２

美
濃
加
茂
市
太
田
町
2565番

地
１

所
在

地

次
の
図
の
と
お
り

土
石
流

100人

300人
120人

収
容
人
数

高
原
土
地
改
良
区

施

行

者

名

介
護
医
療
院
た
か
は
ら

変
更

後

高

原

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

高
山
市
役
所

飛
騨
市
役
所

縦

覧

場

所

老
人
保
健
施
設
た
か
は
ら

変
更

前

令
和

三
・

二
・

二
か
ら

同

・

三
・

四
ま
で

縦

覧

期

間

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務

所
及
び
山
県
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
三
号

公
職
選
挙
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
個
人

演
説
会
、
政
党
演
説
会
及
び
政
党
等
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
に
つ
い
て
、
次

の
と
お
り
報
告
が
あ
っ
た
の
で
そ
の
旨
告
示
す
る
。

令
和
三
年
二
月
二
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

指
定
し
た
施
設

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号

公
職
選
挙
法
施
行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号)

第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
施
設
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
名
称
の
変

更
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
旨
告
示
す
る
。

令
和
三
年
二
月
二
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

大

松

利

幸

名
称
の
変
更

公

示

○
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
適
当
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改
良
事
業
の
計
画
の
変
更
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、

同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
変
更
後

の
土
地
改
良
事
業
計
画
書
及
び
定
款
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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